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第一部  指定障害福祉サービス事業者に対する集団指導講習会 

 

１．指導監査課長あいさつ                 

                      ９：３０～ ９：３５（指導監査課長） 

 

２．指導監査の概要等について  

                      ９：３５～ ９：４５（指導監査課） 

 

３．運営指導における主な指摘事項等について 

                      ９：４５～１０：０５（指導監査課） 

 

４．各種届出等の留意事項について 

                     １０：０５～１０：２５（障害福祉課） 

 

５．運営上の留意事項について 

                     １０：２５～１０：４０（障害福祉課） 

 

６．介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント                    

                     １０：４０～１１：０５（大分労働局） 

 

 

第二部  大分市障害者自立支援協議会就労支援部会 

       

１．グループワークによる意見交換ほか    

１１：１０～１１：５５（部会事務局） 
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指導監査の概要 

１．指導監査の目的 

障害福祉サービス事業者等に対し、必要な基準等についての周知徹底及びその

遵守を図ることを方針とし、自立支援給付等対象サービスの質の確保及び自立支援

給付等の給付の適正化を図ります。 

 

２．指導監査の根拠規定 

（１） 指導の根拠 

〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、

「障害者総合支援法」という） 第１０条第１項 

〇 児童福祉法第５７条の３の２第１項 

 

（２） 監査の根拠 

〇 障害者総合支援法第４８条、第５１条の２７及び第６６条 

〇 児童福祉法第２１条の５の２２、第２４条の３４及び第５７条の３の２ 

 

３．指導監査の方法等 

（１） 集団指導 
制度の趣旨・目的の理解を図り、適正な運営、適切な報酬請求等について指

導（周知徹底）を行います。 

【対象】 市が指定権限を持つ指定障害福祉サービス事業者等 

・ 前年度に新たに自立支援給付等対象サービスを開始した事業者 

・ 過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定した事業者 

【頻度】 年１回程度（内容によってはこの限りではない。） 

【方法】 講習等の方法（オンライン等の活用（オンライン会議システム、ホーム

ページ等を利用するものをいう。）による動画の配信等による方法を含

む。）により行う。 

 

（２） 運営指導 

各事業所において関係書類等の確認及びヒアリングを行い、人員、設備、運営

及び自立支援給付費等の報酬請求について指導を行います。   

【対象】 市が指定権限を持つ指定障害福祉サービス事業者等の事業所 

・ 新規指定を受けた事業所 
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※ 指定就労継続支援Ａ型事業所については開設後６月頃に実施 

・ 指定更新を行った事業所 

・ その他指導が必要と認められる事業所 

（苦情・虐待等の情報提供があった場合、前年度の運営指導で指

摘事項が多かった場合等） 

【頻度】 ・ 新規指定を受けた事業所 ・・・指定後３年以内 

・ 就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助、児童発達

支援及び放課後等デイサービス事業所 ・・・３年に１回 

・ 上記以外の事業所 ・・・指定有効期間内に１回 

※ 運営等に重大な問題がある場合は１年に１回 

【方法】 事業所等の実地において指導を行います。 

  

○ 運営指導の流れ 

① 運営指導日の属する月の前月初め頃に実施通知を送付します。 

⇩ 

② 運営指導日の１４日前までに事前提出資料を作成し、指導監査課へ提出し

てください。 

⇩ 

③ 運営指導当日、担当職員が事業所を訪問し、聞取り・書類等の確認等を行

います。 （指導監査課職員２～３名、必要に応じて障害福祉課職員１～２名） 

⇩ 

④ 運営指導の概ね１か月後を目途に、結果通知を送付します。 

⇩ 

⑤ 結果通知に記載された指摘事項について、期限までに改善状況の報告書

を提出してください。 

 

○ 事前提出資料 

運営指導の実施通知が届きましたら、事前提出資料の作成及び期日（運営

指導日の１４日前）までの提出をお願いします。 

 

事前提出資料の様式は市ホームページに掲載しています。 

なお、ホームページからダウンロードできない場合は紙媒体で郵送しますの

でご連絡ください。  

※ ホーム > 健康・福祉・医療 > 社会福祉法人・施設等の指導監査 > 指定障害福

祉サービス事業者等運営指導について 

https://www.city.oita.oita.jp/o077/kenko/fukushi/syougaiunneisidou.html 

https://www.city.oita.oita.jp/o077/kenko/fukushi/syougaiunneisidou.html
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（３） 監査  

入手した各種情報が人員、設備及び運営基準等の指定基準違反であると認め

られる場合や不正請求等が行われている場合、又はその疑いがあると認められる

場合に実施し、不適正な運営や自立支援給付等の不適切な請求を早期に停止

させます。 

【対象】 市が指定権限を持つ指定障害福祉サービス事業者等の事業所で下

記により不正が行われている又はその疑いが認められる事業所 

① 要確認情報 

ア 通報、苦情、相談等に基づく情報 

イ 県、市町村、相談支援事業等へ寄せられる苦情 

ウ 自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す

事業所 

② 運営指導において確認した情報 

ア 著しい指定基準違反 

イ 不正請求 

ウ 不正又は著しく不当な行為         

※ 運営指導中に上記に該当する状況を確認した場合は、運営指

導を中止し、直ちに「大分市指定障害福祉サービス事業者等監査

要綱」に定めるところにより監査へ変更する場合があります。 

【方法】 監査の対象となる指定障害福祉サービス事業者等の事業所において

行います。 

    

○ 監査において指定基準違反等が認められた場合 

下記の規定に基づき、行政上の措置を行います。 

① 改善勧告 

相当の期間を定めて、基準の遵守について勧告することができ、期限内に

従わなかった場合は公表することができます。 

・ 障害者総合支援法第４９条及び第５１条の２８ 

・ 児童福祉法第２１条の５の２３第１項及び第２４条の３５第１項  

 

② 改善命令 

正当な理由がなくて勧告に係る措置をとらなかったときは、相当な期間を定

めて勧告に係る措置をとるよう命令することができ、命令した場合は、公示さ

れます。 

・ 障害者総合支援法第４９条及び第５１条の２８ 

・ 児童福祉法第２１条の５の２３第３項及び第２４条の３５第３項 
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③ 指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力停止 

改善命令に従わない場合や不正の内容が指定取消事由に該当する場合

は、行政手続法第１３条に規定される聴聞を行い、指定取消等を行います。 

・ 障害者総合支援法第５０条及び第５１条の２９ 

・ 児童福祉法第２１条の５の２４及び第２４条の３６ 

 

上記①から③に至らないと認められる場合は、運営指導に準じた指導を行いま

す。 

 

○ 不正利得の徴収 

不正な請求により当該障害福祉サービス事業者等に支払われた金額を返還さ

せるほか、その返還額に１００分の４０を乗じて得た額を支払うよう求めます。  

・ 障害者総合支援法第８条第２項 

・ 児童福祉法第５７条の２第２項 

 

○ 大分市による指定取消事例 

平成２４年度から今年度までに、本市における指定取消事案は１１件あり、その

内容と件数については下記のとおりです。 

 

主な取消事由 件数 

不正な請求による指定取消 ８件 

不正の手段により指定を受けたことによる指定取消 ３件 

 

 

（４） 業務管理体制の特別検査 

（３）の監査により指定取消し相当の事案が判明した場合に実施し、当該事案

への組織的関与の有無の検証及び欠格事由該当者の確定を行います。 

・ 障害者総合支援法第５１条の３第１項 

・ 児童福祉法第２１条の５の２７第１項 

 

不正等の処分理由となる行為に関与したと認められた法人代表者、役員、事業

所管理者(以下「役員等」という。）については、欠格事由該当者となり、その者を

役員等とする法人等については、指定（更新）が受けられなくなります。 

また、組織的関与が確認された場合、連座制が適用されることとなり、同一法人

グループ等における密接な関係を有する法人が指定の取消しを受けた場合、指

定・更新の欠格事由に該当し、新たな指定・更新を受けられなくなります。 
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（指定・更新が拒否されるのは、指定の取消しを受けた密接な関係を有する者が、

同じサービス類型の指定を受けている場合に限る。） 

 

 

※ 指導監査課では、障害福祉サービス事業者等の適正な事業運営、サービスの

質の確保及び向上の観点から、利用者に対して適正なサービスが提供されてい

るか、適正な事業の運営、適切な報酬請求が行われているかを確認し、改善が

必要な事項等について指導、助言を行っています。障害福祉サービス事業者等

においては、常日頃より法令等を遵守することに高い意識を持ち、適正な事業の

運営、適切な報酬請求に組織的に取り組むことが重要です。 



【就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型】

１）

２）

※ 管理者においても、事業所の出勤簿、勤務表を作成してください。

※ （多機能型）サービス毎に人員配置を明確にする必要があります。

管理者・サービス管理責任者以外の従業者については、どのサービ

スに従事しているのか、シフト表等により明確に区分してください。

※ 原則として、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合を除き、

利用定員を超えた受入れはできません。

①

②

①

②

※ 感染症に係る業務継続計画の研修・訓練と、非常災害の発生時に

係る業務継続計画の研修・訓練について、それぞれ内容が分かるよ

うに記録に残してください。

※ 業務継続計画の策定等の取組が適切に行われていない場合は、減

算となります。

おいて 常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業

所等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

この場合、勤務延べ時間数とは事業所の指定等に係る事業のサービスに

従事する時間の延べ数です。なお、従業者１人につき、勤務延べ時間数に

算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤

務すべき勤務時間数が上限となっているため、時間外勤務や休日出勤に

令和７年度　指導監査における主な指導事項

項目 内容

１．従業者の員数につ
いて

　障害福祉サービス事業所における「常勤」、「常勤換算方法」について

常勤とは、事業所における勤務時間が、当該事業所において定められて

いる常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が３２

時間を下回る場合は３２時間を基本とする。） に達していることをいいます。

常勤換算方法とは、事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所に

より勤務した時間数を含めることができません。よって、１人の従業者が時間外

　る勤務時間数に含めることはできませんので留意してください。

勤務等を行ったからといって、常勤換算方法で１を超えることはありません。

※非常勤の従業者の休暇（有給休暇含）については、常勤換算方法におけ

４．非常災害対策につ
いて

非常災害対策として、非常災害の態様ごとに具体的計画を立て、当該計画

並びに通報及び連携の体制を施設内に掲示するとともに職員に周知すること。

事業所において、少なくとも年１回以上の避難訓練（消防法上の防火対象

施設については年２回以上）を実施するとともに、訓練の内容（日時、状況、

避難に要した時間、反省点等）を記録すること。

２．勤務体制の確保等
について

　事業所ごとに原則として、月ごとの勤務表を作成し、勤務の体制を定めて

３．定員の遵守につい
て

　サービスの提供に支障が生じることのないよう、原則として、事業所が定める

利用定員を超えないこと。

おくこと。

５．業務継続計画につ
いて

感染症や非常災害の発生時において利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための業務継続計画を策定すること。

従業者に対し業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を

１年に１回以上実施すること。
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・

・

①

②

③

※ 研修・訓練の内容がそれぞれわかるように記録に残してください。

①

※ 緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の３つの

要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続を行

った旨を記録してください。

※ 個別支援計画においても、身体拘束等の様態及び時間、緊急やむを得

ない理由を記載し、利用者や家族に対して十分に説明をし、同意を得て

くださ。

②

※ 委員会では、緊急やむを得ず身体拘束等を行った事例の報告を行い、

発生時の状況等を分析した上で、当該事例の適正性と廃止に向けた方

策についても検討してください。また、その方策を講じた後についてもそ

の効果について検証してください。

※ 緊急やむを得ず身体拘束等を行った事例がない場合にも、身体拘束等

の未然防止の観点から、利用者に対する支援の状況等を確認すること

が必要です。

７．衛生管理について

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会を概ね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ること。

感染症の及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及

　下記のうち、いずれかに該当する場合、利用者全員について減算します。

６．業務継続計画未策
定減算について

感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない

＜減算対象月＞

減算適用開始月：事実が生じた月の翌月から（基準を満たない事実が生じた日

が月の初日である場合は当該月）

減算適用終了月：基準に満たない状況が解消されるに至った月まで

８．身体拘束等の禁止
について

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を

記録すること。

身体拘束適正化検討委員会を設置し、少なくとも１年に１回は開催するとと

もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。また、身体拘束等の

適正化のための指針を整備し、従業者に対し、身体拘束等の適正化のため

の研修を１年に１回以上実施し、研修内容について記録を残すこと。

※委員会の開催と研修の実施における「１年に１回」とは、直近1年で考え

　ます。前回開催・実施から１年以上期間が空かないよう注意してください。

※虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも可能です。一体的に

※身体拘束等の適正化の取組が適切に行われていない場合は、減算と

　なります。

　設置・運営した場合も、身体拘束適正化委員会、虐待防止委員会それ

　ぞれの委員会での協議内容が分かるように記録に残してください。

項目 内容

び訓練を年２回以上実施すること。
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・

・

・

・

・

・

・

して支給すること。

　下記のうち、いずれかに該当する場合、利用者全員について減算します。

緊急やむを得ない理由により身体拘束を行った場合における記録がない

身体拘束適正化検討委員会を設置していない又は開催していない

（１年に１回以上）

身体拘束等の適正化のための指針を整備していない

身体拘束等の適正化のための研修を実施していない（１年に１回以上）

となります。

（未実施が判明した月（運営指導月）の翌月から最低３月間は減算となります。）

１０．虐待防止について

　虐待防止委員会を設置し、少なくとも１年に１回は開催するとともに、その結

果について、従業者に周知徹底を図ること。また、従業者に対し、虐待防止の

ための研修を１年に１回以上実施し、研修内容について記録を残すこと。

上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※委員会の開催と研修の実施における「１年に１回」とは、直近1年で考え

９．身体拘束廃止未実
施減算について

＜身体拘束廃止未実施減算の流れ＞

　運営指導において未実施が判明した場合、未実施の項目について、速や

かに改善計画書を作成し、指導監査課に提出してください。

　改善計画に基づいて改善を実施し、未実施が判明した月（運営指導月）か

ら３月後に改善計画に基づく改善状況を指導監査課に報告してください。

　改善が確認されれば減算終了ですが、改善が確認できなければ減算継続

　ます。前回開催・実施から１年以上期間が空かないよう注意してください。

※虐待の防止のための取組が適切に行われていない場合は、減算と

　なります。

１１．虐待防止未実施
減算について

＜虐待防止未実施減算の流れ＞

　運営指導において未実施が判明した場合、未実施の項目について、速や

かに改善計画書を作成し、指導監査課に提出してください。

　改善計画に基づいて改善を実施し、未実施が判明した月（運営指導月）か

ら３月後に改善計画に基づく改善状況を指導監査課に報告してください。

　改善が確認されれば減算終了ですが、改善が確認できなければ減算継続

　下記のうち、いずれかに該当する場合、利用者全員について減算します。

虐待防止検討委員会を設置していない又は開催していない

（１年に１回以上）

虐待防止のための研修を実施していない（１年に１回以上）

上記措置を適切に実施するための担当者を置いていない。

となります。

（未実施が判明した月（運営指導月）の翌月から最低３月間は減算となります。）

　生産活動に係る収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃と

　できませんので注意してください。

※生産活動に係る収入以外（訓練等給付費等）を工賃（賃金）に充てることは

１２．工賃（賃金）等の
支払いについて

※身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営することも可能です。

　一体的に設置・運営した場合も、虐待防止委員会、身体拘束適正化委員

　会それぞれの委員会での協議内容が分かるように記録に残してください。

項目 内容
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①

②

※ 工賃（賃金）から控除する場合も、領収証を交付するか、利用者負担額等

を領収したことが分かるよう明細書等に記載してください。

①

②

※ 利用者に後日まとめて確認を得ることも差し支えないとされているのは、

療養介護、施設入所支援、障害児入所支援、共同生活援助等に限られ

ています。就労系サービスの場合は必ず都度確認を受けてください。

①

※ サービス管理責任者以外の従業者がアセスメントやモニタリングを行って

いる事例が見受けられます。

※ 作成の流れが前後しているものが見受けられます。上記の流れで作成して

ください。

②

※ やむを得ずサービス提供開始前までに同意を得られない場合は遅延理

由を記録してください。

③

※ モニタリング、アセスメントは利用者と面接をし、実施してください。

※ 個別支援会議は原則として利用者も同席してください。

④

⑤

※ 個別支援計画の記載事項は、サービスごとに異なるため注意してください。

※ 個別支援計画に位置付けが必要なサービス（施設外就労、施設外支援等）

や加算については、具体的な支援内容等についても記載してください。

⑥

個別支援計画には、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な

支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの目標及び

その達成時期、計画適用期間、作成年月日等を記載すること。

の計画とすること。

交付すること。

１３．利用者負担額等
の受領について

利用者負担額や食事の提供に要する費用等を工賃（賃金）から控除する場合

＜個別支援計画の作成の流れ＞

１４．サービス提供の記
録について

サービスの提供の記録は、報酬請求の根拠となりますので、その内容に

ついてサービス提供の都度、正確に記録すること。

提供の記録については、その都度利用者から確認を受けること。

１５．個別支援計画等
の作成について

個別支援計画に基づくサービス提供であるため、サービス提供開始前までに

サービス管理責任者が作成し、利用者に説明し、同意を得て利用者及び

指定特定相談支援事業者等へ交付をすること。

アセスメント、個別支援計画の原案、個別支援会議、個別支援計画（本計画）、モ二

上記の個別支援計画の作成に関する業務は、サービス管理責任者が行うこと。

タリング（継続的なアセスメント含む）については、それぞれ記録に残してください。

個別支援計画の作成にあたっては、サービス事業名（例：就労移行支援計画）

項目 内容

は、あらかじめ書面により、利用者から同意を得ること。

利用者負担額等の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に

計画作成後、定期的に見直しを行うこと。
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②

①

※ 施設外就労では、管理者、サービス管理責任者、目標工賃達成指導員の

みでの職員配置はできません。

※ 施設内と施設外それぞれの人員配置を明確に記録に残してください。

②

③

①

②

③

④

①

※ 出前や市販の弁当を購入して提供するような方法は加算の対象ではあり

ません。

※ 外部業者と委託契約をして施設外で調理されたものを提供する場合は、

契約の際に食事の提供方法が上記条件を満たしているかを確認をしてく

ださい。

②

③

④

※ 利用者の意向により体重を知られたくない場合は、上記④についての記録

は求めませんが、利用者の意向の確認を行った記録を残してください。

①

②

③

※ 送迎場所を記載した書面により、利用者から同意を得てください。

１７．施設外
就労

施設外就労では、施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上必要と

される人数（常勤換算方法による。）の職業指導員又は生活支援員を配置する

こと。事業所については、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数

に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)を配置すること。

施設外就労の提供は運営規程に位置付けること。

施設外就労を含めた個別支援計画を作成し、就労能力や工賃（賃金）の向上

及び一般就労への移行に資すると認められること。

項目 内容

１６．報酬の請求に
ついて

の測定が困難で、おおむねの身長が不明なものについては、体重のみの記録

で可）

施設外で調理されたものを提供する場合は、クックチル、クックサーブ、クック

フリーズ、真空調理（真空パック）等、急速に冷却、冷凍したものを再加熱して

器の活用により、評価等を1週間につき１回は行うこと。

原則として月の利用日数のうち１日は事業所職員による訪問又は在宅利用者

①サービス提供の記録や、各加算に必要とされる事項や記録は報酬請求の

１９．食事提供体制加
算について

２０．送迎加算について

利用者ごとのＢＭＩをおおむね6か月に1回記録すること。（身体障害者等で身長

食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録すること

管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること

提供するもの又はクックサーブにより提供するものであること。

送迎を行ったかどうかが分かるように記録すること。

算定要件を満たしているかどうか（１回の送迎につき平均１０人以上等）、

定期的に確認すること。

居宅以外（最寄り駅、集合場所等）への送迎については、事前に利用者と

合意のうえ、特定の場所を定めておくこと。

　　根拠資料となるので、適正に記録し、保管すること。

（就労継続Ｂ型事業所）

就労継続支援B型サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定する場合は事業所における

工賃向上計画を作成し、大分県に提出すること。

１８．在宅就労

在宅で実施する訓練内容及び支援内容を運営規程に明記すること。

１日２回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援を行い、日報を

作成すること。

事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のＩＣＴ機

による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対す

る達成度の評価等を行うこと。
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※ 加算の算定にあたっては、「前々日、前日又は当日」に連絡があったこと

が要件となるため、いつ連絡があったか記録してください。

※ 複数日の欠席の連絡（「明日から３日間休みます等」）があった場合は、

支援を行った初日のみ算定可能となります。ただし、まとめて連絡があっ

た場合でも、毎日電話等により相談援助を行った場合など、当該支援を

行った日は加算の算定ができます。

※ 相談援助等の内容の記録が不十分な事例が見受けられます。引き続き利

用を促すなどの相談援助を行い、記録に残してください。

※ 全ての職員へ届け出前に周知したことが分かるよう記録に残してください。

①

②

③

※

※

項目 内容

２４．情報公表について

が分かるよう明確に記録に残してください。

２３．各種委員会、
訓練、研修
について

各種委員会、訓練、研修を実施した際は、実施日時、参加者、内容について

記録に残してください。

各種委員会の結果について、従業者へ周知した際は、周知したことが分かるよ

う記録に残してください。

２１．欠席時対応加算
について

　連絡を受けた日時、利用者の状況、相談援助等の内容を記録すること。

毎年、報告期限までに情報公表システムを通じ報告を行うこと。

毎年、7月末までに障害福祉サービス等情報公表システム（ＷＡＭＮＥＴ）への

報告が必要です。

新たに障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については指定

障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から1か月以内の報告が必要

です。

同日に複数の委員会、訓練、研修について実施する場合は、それぞれの内容

２２．福祉・介護職員等
処遇改善加算について

福祉・介護職員等処遇改善計画書を作成した際は、全ての職員に周知し、

市に届出すること。
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【ＭＥＭＯ】

12



 

13 

 

各種届出の留意事項について 

 

１．平均工賃月額の算定方法について 

(1)前年度における「工賃支払総額」を算出 

(2)前年度における開所日 1 日あたりの「平均利用者数」を算出 

前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数 

(3)工賃支払総額(1)÷開所日１日あたりの平均利用者数(2)÷12 ヶ月 

 

※算定方式改正前の除外要件（月の途中で利用開始・終了、入退院したものや 1 カ月以上

のケガや流行性疾患により連続 1 週間以上利用できなくなったもの、複数の日中活動に

係る障害福祉サービス利用しているもの、人工透析など毎年かつ毎週 1 回以上引き続き

通院する必要があるもの）は廃止されています。 

 

開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数と

して含め、レクリエーションや行事など、生活活動を目的としていない日に関しては開所

日として数えません。 

ただし、地域のバザーなどの行事で利用者が作成した生産品等を販売した場合に関して

は、開所日として算定して差し支えありません。 

 

「前年度における開所日１日あたりの平均利用者数」の小数点の取扱いについては、小数

点第１位までを算出する。小数点第２位以降もある場合は小数点第２位を切り上げるもの

とする。 (例）14.679 人の場合⇒14.7 人 

「平均工賃月額」の小数点については、円未満を四捨五入する。 

 

(計算例） 

年間総工賃支給額 8,000,000 円 

年間延べ利用者数 4,250 人 （4/1 15 人+4/2 17 人…を足していく） 

年間開所日数   300 日 

8,000,000 ÷ （4,250 ÷ 300） ÷ 12 ＝ 46,948 円 ←平均工賃月額 

           14.166…人⇒14.2 人 
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２．賃金・工賃の支払いについて 

就労継続支援 A 型・B 型事業、就労移行支援事業については、基準省令・解釈通知におい

て下記のとおり定められています。 

また、就労継続支援 A 型・B 型事業は、前年度の賃金・工賃の実績に応じて基本報酬の算

定区分が決まるため、適正に賃金・工賃を算出する必要があります。 

 

就労継続支援 A 型 (基準省令第 192 条) …生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る

事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となる

ようにしなければならない。 賃金の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をも

って充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りで

ない。 

就労継続支援 B 型 (基準省令第 201 条)…利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産

活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければな

らない。 

就労移行支援 (基準省令第 85 条準用)…生産活動に従事している者に、生産活動に係る事

業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として

支払わなければならない。 

 

Ａ型においては利用者の賃金を安定的に支払えるだけの生産活動を確保していない、利用

者の知識・能力を向上させる支援や工夫等を行わない等により、生産活動収支が利用者に

支払う賃金以下となり、自立支援給付費を利用者の賃金に充てるといった不適切な事例も

あります。  

また、Ｂ型においても工賃を生産活動収入から支払わず、自立支援給付費等から補填する

など、不適切な事例が見られています。 

 

※不適切な事例が判明した場合、給付費を返還してもらうケースがあります。適正に賃

金・工賃を支払うために、生産活動シートを活用して自事業所の運営方針や生産活動の

改善方法を検討してください。 
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３．食事提供加算について 

(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」より) 

 

食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供さ

れたものについて算定することが可能なものですが、食事の提供に関する業務を当該施設

の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えありません。 

 

また、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に加算を算定する

ことができます。 

  (1) 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が

食事の提供に係る献立を確認していること。 

  (2) 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。 

    (3) 利用者ごとの体重又はＢＭＩ（次の算式により算出した値をいう。以下同じ。）を

おおむね６月に１回記録していること。 

ＢＭＩ＝体重（kg） / 身長（m）2 

 

外部委託等により施設外で調理されたものを提供し食事提供体制加算を算定する場合、 

調理方式としては、クックチル、クックフリーズ、クックサーブ及び真空調理(真空パッ

ク)の四方式があります。  

(平成 5 年 2 月 15 日指第 14 号厚生省健康政策局指導課長通知「病院、診療所等の業

務委託について」第 4「2 院外調理における衛生管理」より) 

 

ア クックチル 

クックチルとは、食材を加熱調理後、冷水又は冷風により急速冷却(90 分以内に中心

温度 3℃以下まで冷却)を行い、冷蔵(3℃以下)により運搬、保管し、提供時に再加熱

(中心温度 75℃以上で 1 分間以上)して提供することを前提とした調理方法又はこれと

同等以上の衛生管理の配慮がなされた調理方法であること。  

 

イ クックフリーズ 

クックフリーズとは、食材を加熱調理後、急速に冷凍し、冷凍(マイナス 18℃以下)に

より運搬、保管のうえ、提供時に再加熱(中心温度 75℃以上で 1 分間以上)して提供す

ることを前提とした調理方法又はこれと同等以上の衛生管理の配慮がなされた調理方

法であること。  
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ウ クックサーブ 

クックサーブとは、食材を加熱調理後、冷凍又は冷蔵せずに運搬し、速やかに提供す

ることを前提とした調理方法であること。  

 

エ 真空調理(真空パック) 

真空調理(真空パック)とは、食材を真空包装のうえ低温にて加熱調理後、急速に冷却

又は冷凍して、冷蔵又は冷凍により運搬、保管し、提供時に再加熱(中心温度 75℃以

上で 1 分間以上)して提供することを前提とした調理方法又はこれと同等以上の衛生

管理の配慮がなされた調理方法であること。 

 

  ※この場合、出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加

算の対象とはなりません。 

 

  ※契約書は、単なる業務委託契約ではなく、加算の算定要件（特に衛生・温度管理）

を満たすための重要な証拠書類となります。 

   契約書の委託内容にクックチル方式等の調理方法が明記されているか等、加算の算

定要件に合致しているか確認してください。 

 

 

４．その他留意事項について 

(1)変更届 

指定事業者・施設において、指定内容に変更があった場合は、その変更にかかる事項につ

いて、変更後１０日以内に届出を行う必要があります。 

(例)サービス管理責任者の変更や運営規程の変更など軽微な変更 

届出が必要な変更内容や書類については下記ホームページの「変更届チェック表」を参照 

→ https://www.city.oita.oita.jp/o089/kenko/fukushi/1355813983128.html 

 

ただし、定員変更、建物の区画変更・移転の届出については、事前協議が必要な場合があ

りますので、事前に障害福祉課施設担当班に相談してください。 

 

※運営規定に変更がないような従業員の員数変更の場合でも、事業所において人員基準や

加算の要件を満たしているか自主点検を行い、適切に管理してください。 
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(2)加算届 

新たに加算を取得する場合・加算の算定区分を上げる場合 

各月 15 日までに提出があった届出については翌月 1 日から、16 日以降に送付があった届

出については、翌々月 1 日から算定が可能になります。 

（例）令和 8 年 1 月 15 日までに届いた書類は、令和 8 年 2 月 1 日サービス分から算定で

きます。令和 8 年 1 月 16 日の場合、令和 8 年 3 月 1 日サービス分からの算定になります。  

(15 日が土日祝にあたる場合、その直前の開庁日が期限になります。) 

 

加算を取り下げる場合（算定区分を下げる場合） 

加算対象人員の退職等により、加算を取り下げる（算定区分を下げる）場合は、人員体制

等が満たせなくなった月から変更が必要です。 

減員等が確定した時点ですぐに届け出てください。 

過去に遡って取り下げる場合には、人員の体制等が満たせなくなった月を変更年月日とし

て届け出てください。 

 

届出が必要な加算内容や書類については下記ホームページの「基本報酬・加算届チェック

表」を参照 

→ https://www.city.oita.oita.jp/o089/kenko/fukushi/1355813983128.html 

 

 

(3)A 型スコア表 

就労継続支援 A 型の基本報酬は、厚生労働大臣の定める事項及び評価方法（令和 3 年厚生

労働省告示 88 号）の規定に定める評価点の合計点に応じて算定されますが、その算定区

分の届出は、スコアの詳細と併せて、毎年度の４月中に都道府県に提出するようになって

います。 

また、スコアの合計点及びスコアの詳細について、インターネット等にて、毎年度 4 月中

に公表することになっています。(障害福祉サービス等情報検索ウェブサイトにおける公表

に加え、事業所のホームページ等による公表も可能な限り実施する。) 

これまで大分市では算定区分に変更があった場合のみ、届出をするよう案内をしておりま

したが、今年度から算定区分に変更がない事業所についても届出を求めるよう運用を変更

しておりますので忘れずに提出をお願いいたします。 

なお、自己評価結果の公表がなく、大分市への届出がない場合、「自己評価未公表減算」

の対象となります。 

 

 

 



 

18 

 

(4) 就労支援事業における関係通知 

事業所を運営するにあたり、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」等関連法令を十分理解していただくことが前提となります。解釈通知や事業者ハン

ドブックを確認のうえ、適切な事業運営に努めていただくようお願いします。 

下記は主な通知ですので、その他の通知や QA も確認するようにしてください。 

・指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインに

ついて 

・就労移行支援事業、就労継続支援事業（A 型、B 型）における留意事項について 

・就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて 

・就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について 
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令和８年２月３日 

 

在宅就労の取り扱いについて 

 

 

大分市においては、「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.８  

（令和７年３月３１日）」の通知を受け、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）を

オンラインによる支援（在宅）にて行う際の取り扱いについて、以下の通りとします。 

 

 

１．支給決定について 

在宅での支援を希望する方については事前に「在宅利用に係る届出書」の提出が必要と

なります。 

新規申請者に関しては、計画案に在宅での就労を希望する旨を記載するとともに、利用

開始前に届出書の提出が必要となります。 

すでにご利用されている方に関しては、次回のサービス更新手続きの際に計画案への記

載および届出書の提出が必要となります。 

届出書の提出により支給決定を行った方の受給者証には、「在宅就労」と記載されます。 

 

 

２．報酬の請求について 

 報酬の請求にあたっては、「就労移行支援事業・就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）におけ

る留意事項について」（最終改正 障障発第 03311 号第 2 号 令和 7 年 3 月 31 日 厚生労

働省社会・援護局）に記載の要件をすべて満たしている場合にのみ、報酬の算定が可能と

なります。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

大分市障害福祉課 

障害福祉サービス担当班 

TEL：097-537-5658（直通） 
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就労移行支援、就労継続支援(Ａ型・Ｂ型)における在宅利用に係る届出書 

 

届出日：  年  月  日 

 

大分市長 宛 

 

 

１． 在宅利用を実施する利用者及び事業所について 

利

用

者 

氏名  

住所  

受給者証番号  

事

業

所 

事業所名  

所在地  

サービス種別  

連絡先 担当者  連絡先  

 

 

２． 在宅利用を希望する理由、必要性、効果について 

本人の希望理由  

 

 

 

 

在宅利用を導入する

必要性 

 

 

 

 

 

在宅利用を導入する

ことによる効果 
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３． 在宅でのサービス提供を実施するための要件の確認について 

要件に該当するか確認のうえ、各項目にチェックと詳細の記入をしてください。 

① 利用者について 

↓この欄にチェックを入れてください。 

 在宅でのサービス利用を希望しており、同意を得ていること。 

 在宅でのサービス利用に係る支援効果が認められること。 

② 事業運営について 

 運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記すること。 

 求めに応じて提出できるよう、訓練・支援状況の書類を整備すること。 

③ 支援内容について 

 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 

(作業・訓練メニューの内容) 

 

 

 １日２回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。 

(連絡手段や確認方法) 

 

 

 緊急時の対応ができること。 

(対応方法について具体的に記載) 

 

 

 疑義照会等に対し、随時訪問や連絡等による支援提供体制を確保すること。 

(支援体制について具体的に記載) 

 

 

 事業所職員の訪問、利用者の通所または電話・パソコン等の ICT機器の活用により、

評価等を１週間に１回は行うこと。 

(確認方法) 

 

 

 原則として月の利用日数のうち１日は、事業所職員による訪問または利用者による

通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 

(確認方法) 
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上記の内容を確認しました。在宅でのサービス提供を希望します。 

 

    年  月  日 

 

利用者氏名                     

※本人による署名をお願いします。 

 

※ 届出書は必ず在宅利用開始前に提出してください。 

※ 在宅でのサービス提供は、市がその必要性を判断したうえで適当と認められる場合に決定します。 


